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はじめに
日本のエネルギー政策全体の大きな転換点と

なった東日本大震災と東京電力福島第一原子力発
電所の事故の発生から10年が経過しました。

2020年3月には、帰還困難区域以外の地域の避難
指示が全て解除されました。また、双葉町、大熊
町、富岡町の帰還困難区域の一部でも、震災後初
めて避難指示が解除されました。未だ避難指示が
解除されていない区域についても、2022年春頃及
び2023年春頃の避難指示解除を目指し、特定復興
再生拠点区域の整備を進めており、福島の復興・
再生は一歩一歩着実に進展しています。

2019年12月に策定された「福島イノベーション・
コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」に基
づき、復興・創生期間後も見据えた浜通り地域等
の自立的・持続的な産業発展の姿と具体的な取組
が進められており、2020年3月には福島ロボットテ
ストフィールドが全面開所されるなど、帰還環境
整備、産業・なりわいの再生、新たな産業の創出
や産業集積に向けた取組が着実に進められていま
す。加えて、福島を再生可能エネルギーや未来の
水素社会を切り拓く「先駆けの地」とし、新たなエ
ネルギー社会を先取りするモデルの創出拠点とす
るという「福島新エネ社会構想」の一環として、福
島県浪江町に、2020年3月に福島水素エネルギー研
究フィールド（FH2R）が開所し、世界最大級の1万
kWの水電解装置を活用して、再生可能エネルギー
から水素を製造する実証プロジェクトを実施して
います。

政府としては、引き続き、被災地の実態を十分
に踏まえ、地元との対話を重視しつつ、施策の具
体化を進め、復興に向けた道筋をこれまで以上に
明確にしていきます。

本章では、第1節で東京電力福島第一原子力発電
所の廃炉・汚染水・処理水対策に関する取組等と
して、予防的かつ重層的な汚染水対策の取組の状

況や、調査ロボットの投入など徐々に進展しつつ
ある炉内調査をはじめとする廃炉に向けた取組等
について記載します。次に、第2節で原子力被災者
への支援について、避難指示解除の状況や、特定
復興再生拠点区域の整備、除染の実施状況、福島
イノベーション・コースト構想の推進に向けた施
策、被災事業者の事業・なりわい再建支援の取組
等についてまとめます。加えて、第3節で福島を再
生可能エネルギーや未来の水素社会を切り拓く「先
駆けの地」として、新たなエネルギー社会を先取り
するモデルの創出拠点とする「福島新エネ社会構
想」を紹介します。そして、第4節では、原子力損
害賠償について、この10年間での実績・進展等を
確認します。

第 1 節
東日本大震災・東京電力
福島第一原子力発電所事故への取組

1．廃止措置等に向けた中長期ロードマップ

廃炉・汚染水・処理水対策は、「東京電力ホール
ディングス（株）福島第一原子力発電所廃止措置等に
向けた中長期ロードマップ1」（令和元年12月27日廃
炉・汚染水対策関係閣僚等会議決定。以下「中長期
ロードマップ」という。）に基づいて進められていま
す。2019年12月の改訂では、改めてリスクの早期
低減・安全確保を最優先に進める「復興と廃炉の両
立」を大原則として位置づけました。この大原則に
基づき、個別の対策についても見直しを行っていま
す（第121-1-1、第121-1-2）。引き続き、国も前面に
立って、東京電力福島第一原子力発電所の現場状況
や廃炉に関する研究開発成果等を踏まえ、中長期
ロードマップに継続的な検証を加えつつ、必要な対
応を安全かつ着実に進めていきます。

第1章
福島復興の進捗

1  本ロードマップは2011年に決定された「東京電力（株）福島第一原子力発電所1 〜 4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成
23年12月21日 原子力災害対策本部 政府・東京電力中長期対策会議決定）を継続的に見直しているものであり、廃炉措置等に向けた取組
の基本方針である。
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2．汚染水・処理水対策等
原子炉建屋内では、原発事故により溶けて固まっ

た燃料である「燃料デブリ」が残っており、水をかけ
て冷却を続けることで、低温での安定状態を維持し
ていますが、燃料デブリに触れた水は、高い濃度の
放射性物質を含んだ「汚染水」になります。この水が
建屋に流入した地下水と混ざり合うことで、日々新
たな汚染水が発生しています。2013年9月には、原
子力災害対策本部において「汚染水問題に関する基
本方針」が決定され、①汚染源に水を「近づけない」、
②汚染水を「漏らさない」、③汚染源を「取り除く」と
いう3つの基本方針に沿って、予防的・重層的に対
策を進めています。

汚染源に水を「近づけない」対策は、汚染水発生量
の低減を目的としており、建屋への地下水流入を抑
制するための多様な対策を組み合わせて進めていま

す。具体的には建屋山側でくみ上げた地下水を海洋
に排出する地下水バイパスを2014年5月から運用し
ていることに加え、2015年9月からは「サブドレン」

（建屋近傍の井戸）によって、建屋のより近傍で地下
水をくみ上げ、建屋周辺の地下水位を管理する取組
も実施しています。また、2016年3月に凍結を開始
した凍土方式の陸側遮水壁（凍土壁）について、2018
年3月に各分野の専門家で構成される汚染水処理対
策委員会において、遮水効果が現れていると評価さ
れており、2018年9月には全て凍結を完了していま
す。さらに、雨水の土壌浸透を防ぐ広域的な敷地舗
装（フェーシング）についても、施工予定箇所の9割
以上のエリアで工事を完了しています。これらの対
策により、汚染水発生量は、対策実施前（2014年5月）
の540㎥ /日程度から、2020年度平均で140㎥ /日程
度まで低減しています。

2

第111-1-2 （9ページ中段）

出典:＊＊＊

 こちらの添付で解像度は良くなりますでしょうか？

【第111-1-2】中長期ロードマップ（2019年12月改訂）の概要

出典：経済産業省作成
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【第111-1-1】中長期ロードマップ改訂（2019年12月）のポイント

出典：経済産業省作成

 
【第 121-1-1】中長期ロードマップ改訂(2019 年 12 月)のポイント 

 
 ●周辺地域で住⺠帰還と復興が徐々に進む中、「復興と廃炉の両⽴」を⼤原則として打ち出し。 

     (リスクの早期低減、安全確保を最優先に進める。) 

 地域との共⽣。当⾯(10年程度)の⼯程を精査し、「廃炉作業全体の最適化」。 

●廃⽌措置終了までの期間「30~40年後」は堅持。 

1

第111-1-1 （9ページ上部）

出典:＊＊＊

 ２つの図が有る内、上のものは既に解像度が良いので、こちらのみを差し替えください。
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汚染水を「漏らさない」対策は、海洋へ放射性物
質が流出するリスクの低減を目的としています。
2015年10月には、建屋の海側に、深さ約30m、全
長約780mの鋼管製の杭の壁（海側遮水壁）を設置す
る工事が完了したことで、放射性物質の海洋への
流出量が大幅に低減し、港湾内の水質の改善傾向が
確認されています。また、多核種除去設備（ALPS: 
Advanced Liquid Processing System）等により浄化
処理した水については、鋼板をボルトで接合するフ
ランジ型タンクに貯水していた水の移送等を進め、
2019年3月からは漏えいリスクの低い溶接型タンク
で全て貯水しています。さらに、万一の漏えいにも
備え、タンクから漏えいした水が外部環境に流出し
ないようにタンク周囲における二重の堰（二重堰）
の設置や1日複数回のパトロールなどを実施してい
ます。

汚染源を「取り除く」対策としては、多核種除去設
備をはじめ、ストロンチウム除去装置などの複数の
浄化設備により汚染水の浄化を行っています。また、
原子炉建屋の海側の地下トンネル（海水配管トレン
チ）に溜まっていた高濃度汚染水については、万一
漏えいした場合にリスクが大きいため、2014年11
月からポンプで汚染水を抜き取り、トレンチ内を充
填・閉塞する作業を進め、2015年12月には高濃度
汚染水の除去・トレンチ内の充填を全て完了し、リ
スクの大幅な低減が図られました。建屋からの汚染
水の漏えいリスクを完全になくすためには、建屋内
滞留水中の放射性物質の量を減らす必要がありま
す。このため、建屋内滞留水の除去や浄化を進め、
2020年12月には、1~3号機原子炉建屋、プロセス主
建屋、高温焼却炉建屋を除く建屋内滞留水処理を完
了しました。

さらに、大規模自然災害に対する対策にも取り組
んでいます。津波対策としては、切迫性が高いとさ
れている千島海溝津波に対する防潮堤の設置（2020
年9月工事完了）に加え、新たに内閣府が発表した日
本海溝津波に対する防潮堤の検討や、東北地方太平
洋沖地震時と同規模の津波に対する建屋開口部の閉
止工事等を進めています。また、近年国内で相次ぐ
大規模な降雨に備え、浸水解析を実施し、排水路整
備の検討等を進めています。加えて、1/2号排気筒
について、耐震上の裕度を確保することを目的に、
2019年8月から上部約60メートルの解体作業を実施

3

第111-2-1 （10ページ上部）

出典:＊＊＊

 こちらの添付で解像度は良くなりますでしょうか？
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【第111-2-1】汚染水対策の3つの基本方針と対応状況

4

第111-2-2 （10ページ下部）

出典:＊＊＊

 画像データ

【第111-2-2】鋼管製海側遮水壁

出典：東京電力ホールディングス

出典：経済産業省
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し、2020年5月に完了しました。こうした予防的・重
層的な取組により、汚染水対策は大きく進んできて
います。

しかし、汚染水問題の最終的な解決のためには、
引き続き対策を重ねていくことが必要です。特に、
汚染水を浄化処理し大部分の放射性物質を取り除い
たALPS処理水2の取扱いについては、当面の課題と
なっています。

2013年12月に有識者からなる「汚染水処理対策委
員会」の下に「トリチウム水タスクフォース」を設置し
て審議を進め、2016年6月に、ALPS処理水の取扱い
に関する様々な選択肢について技術的な評価結果を
取りまとめました。当該取りまとめにおいて、風評
に大きな影響を与えうることから、今後の検討に当
たっては、成立性、経済性、期間などの技術的な観
点に加えて、風評被害などの社会的な観点等も含め
て、総合的に検討を進める必要があるとの示唆があ
り、2016年9月には、「汚染水処理対策委員会」の下
に「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委
員会」（以下「ALPS小委員会」という。）を設置して検討
を行ってきました。

こうした検討を踏まえ、2020年2月に公表された
ALPS小委員会の報告書では、第一に、福島の復興
と廃炉を両輪として進めていくことが重要であり、
廃止措置が終了する際には、汚染水・処理水対策の
一つであるALPS処理水についても、廃炉作業の一

環として処分を終えていることが必要であることな
どが示されています。第二に、処分方法について、
技術的には、実績のある水蒸気放出及び海洋放出が
現実的な選択肢であることや、水蒸気放出に比べ海
洋放出の方が確実に実施できると考えられること、
海洋放出、水蒸気放出のいずれも放射線による影響
は自然被ばくと比較して十分に小さいことなどが示
されています。第三に、風評被害対策については、人々
が少しでも安心できるような処分方法を検討するこ
とが重要であることや、効果が大きいと考えられる
事例を踏まえながら、リスクコミュニケーションの
取組、経済対策の双方を拡充・強化すべきことなど
が示されています。その上で、政府に対して、幅広
い関係者の意見を丁寧に聴きながら、責任と決意を
持って方針を決定することを期待することも示され
ています。

当該報告書を踏まえ、政府としてALPS処理水の
取扱い方針を決定するため、地元自治体や農林水産
業者などの関係者の方々との意見交換を重ねるとと
もに、書面での意見募集などの機会を通じ、国民の
皆さまから貴重なご意見を幅広くいただき、これら
の意見を踏まえ、2020年10月23日には廃炉・汚染水
対策チーム会合を開催し、いただいたご意見等を踏
まえ、風評対策や国内外への情報発信の在り方等の
論点について検討を行いました。

こうした検討を経て、2021年4月に第5回廃炉・汚

2  東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に関する基本方針の決定を機に、風評被害の防止を目的に、「ALPS処理水」の
定義を変更し、「トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを「ALPS処理水」と呼称することとした。
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第111-2-3 （11ページ上部）

出典:＊＊＊

 こちらの添付で解像度は良くなりますでしょうか？

【第111-2-3】汚染水対策の進捗

出典：経済産業省作成



第1章　福島復興の進捗

第１部　エネルギーをめぐる状況と主な対策

12 13

染水・処理水対策関係閣僚等会議3を開催し、各種
法令等を厳格に遵守するとともに、風評影響を最大
限抑制する対応を徹底することを前提に、「東京電力
ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所に
おける多核種除去設備等処理水の処分に関する基本
方針（以下、ALPS処理水の処分に関する基本方針と
いう。）」を決定し、各国の放射線防護基準において広
く参照されているICRPの勧告に沿って従来から定め
られている規制基準を厳格に遵守することを前提に、
国内で放出実績がある点やモニタリング等を確実か
つ安定的に実施可能な点を評価し、海洋放出を選択
することが示されました。あわせて、東京電力に対し、
今後、2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始す
ることを目途に、具体的な放出設備の設置等の準備
を進めることを求める等の内容が示されました。
「ALPS処理水の処分に関する基本方針」に定めら

れた対策を、政府が一丸となって、スピード感を持っ
て着実に実行していくため、2021年4月に、内閣官
房長官を議長とする「ALPS処理水の処分に関する基
本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」を新
設しました。自治体や各業界に対して、「ALPS処理
水の処分に関する基本方針」の内容を丁寧に説明した
上で、自治体や漁業者を始めとする事業者、消費者
など影響を受け得る方々の声をしっかりと受け止め、
課題を整理した上で、機動的に、必要な追加対策を
検討し、実行していきます。

3．使用済燃料プールからの燃料取り出し
2011年に決定された「東京電力ホールディングス

（株）福島第一原子力発電所1 ～ 4号機の廃止措置等
に向けた中長期ロードマップ」において、当面の最
優先課題とされていた4号機使用済燃料プールから
の燃料取り出しについては、2014年12月22日に燃
料1,535体全てを共用プール等へ移送しました。3号
機については、2019年4月から燃料の取り出しを開
始し、2021年2月に全燃料566体の取り出しを完了
しました。1号機については、オペレーティングフ
ロアのガレキ撤去、2号機については、オペレーティ
ングフロアの残置物片付けなどの燃料取り出しに向
けた準備が進められています。

今後は、ダスト飛散を一層抑制するため、作業現
場に大型カバーを設置する新たな工法を採用するな
ど、安全を最優先に準備作業を進めていきます。

3  燃料デブリの冷却や地下水の流入等によって発生する汚染水と、汚染水を多核種除去設備等で浄化した処理水を明確に区別し、汚染水と処
理水の誤用を防ぐため、「廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議」の名称を、「廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議」に変更しました（2021
年4月第54回　原子力災害対策本部決定）
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【第111-3-1】東京電力福島第一原子力発電所　1 ～ 4号機の状況

出典：経済産業省作成
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第111-3-1 （12ページ下部）

出典:＊＊＊

 こちらの添付で解像度は良くなりますでしょうか？

【第111-3-2】1号機大型カバーの設置

出典：東京電力の図を元に経済産業省作成

7

第111-3-2 （12ページ中段）

出典:＊＊＊

 画像データ



第１節　東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故への取組

12 13

4．燃料デブリの取り出し
（1）原子炉内部の様子

燃料デブリのある1 ～ 3号機の原子炉建屋内は放
射線量も高く、容易に人が近づける環境ではないた
め、遠隔操作機器・装置等による除染や調査を進め
ています。2019年12月に改訂された中長期ロード
マップにおいて、初号機の燃料デブリの取り出し方
法を確定し、2021年内に2号機で試験的取り出しに
着手し、その後、段階的に取り出し規模を拡大して
いくことを示しました。

1号機では、2017年3月に線量計と水中カメラを
搭載したロボットを、ペデスタル（原子炉圧力容器
を支える台座）の外側に投入して調査を実施しまし
た。調査の結果、1階足場や原子炉格納容器底部に
おいて、放射線量や画像データを取得することがで
き、原子炉格納容器内部の損傷状況や、原子炉格納
容器底部の堆積物を確認できました。2019年4月に
は、格納容器底部の構造物や堆積物の分布等を把握

するためのさらなる調査に向けて、アクセスルート
構築作業を開始しました。

2号機では、2019年2月に過去の調査装置を改良
して伸縮式パイプ型調査装置を原子炉格納容器内に
挿入し、堆積物に接触させ、硬さなどの情報を取得
するとともに、小石状の堆積物をつかんで動かせる
こと等を確認できました。2020年10月には、燃料
デブリの試験的取り出しに向けた準備作業として、
原子炉格納容器の貫通孔であるX-6ペネトレーショ
ン内の堆積物の状況を調査するため、堆積物の接触
調査、3Dスキャン調査を行い、堆積物は接触によ
り形状が変化すること、ケーブルは固着しておらず
持ち上がることを確認できました。現在、燃料デブ
リの取り出し開始に向けて、使用するロボットアー
ムの製作を英国で進めています。新型コロナウイル
ス感染症の拡大を受けて作業に影響が出ており、工
程に遅延が生じていますが、1年程度の最小限の遅
れに収まるよう努めていきます。

3号機では、原子炉格納容器内の水位が高く、1階
足場及び原子炉格納容器底部が水中下にあるため、
2017年7月に水中遊泳ロボットによる調査を行いま
した。ペデスタル内側の1階足場及び原子炉格納容
器底部を調査した結果、原子炉圧力容器の直下の部
品（CRDハウジング支持金具）が複数箇所損傷して
いることや、ペデスタル内側の原子炉格納容器底部
に、落下したと思われる1階足場の金具や炉心部の
部品のほか、燃料デブリの可能性がある溶融物等を
確認することができました。

なお、いずれの調査においても、周辺環境に影響
は生じておらず、放射線モニタリングデータに有意
な変動はみられていません。

【第 121-4-2】原子炉格納容器内部調査の様子と調査装置 
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【第111-4-2】原子炉格納容器内部調査の様子と調査装置

出典：東京電力ホールディングス

＜原子炉格納容器内の堆積物を持ち上げる様子（左、中）、調査装置（写真は試験時のもの）（右）＞
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出典:＊＊＊

 画像データ

【第111-4-1】原子力発電所の構造

出典：国際廃炉研究開発機構の図を元に経済産業省作成
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（2）廃炉に向けた研究開発
廃炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備

も進めており、2016年4月から、遠隔操作機器・装置
の開発・実証施設（モックアップ施設）として日本原
子力研究開発機構（JAEA）の「楢葉遠隔技術開発セン
ター」（福島県双葉郡楢葉町）が、本格運用を開始しま
した。また、2018年3月には、燃料デブリや放射性廃
棄物などの分析手法、性状把握、処理・処分技術の
開発等を行う「大熊分析・研究センター」（福島県双葉
郡大熊町）の一部施設が運用を開始しました。さらに、
同センターを活用した分析実施体制の構築に向け、
第1棟・第2棟の整備を進めています。

また、国内外の英知を結集し、廃炉に係る基礎
的・基盤的な研究開発や人材育成に取り組む拠点と
して、2017年4月から、廃炉国際共同研究センター
国際共同研究棟（福島県双葉郡富岡町）の運用が開始
されました。

研究開発の実施に当たっては、有望な技術を有す
る海外企業も参画できるようにするなど、国内外の
英知を結集するための取組も進めています。2015
年度以降、燃料デブリ取り出しのための基盤技術や
燃料デブリの性状把握の研究開発に、フランスやロ
シアの企業が参加しています。

5．労働環境の改善
長期にわたる東京電力福島第一原子力発電所の廃

炉作業を円滑に進めていくため、作業に従事するあ
らゆる方々が安心して働くことができる環境を整備
することが重要です。

事故直後は、発電所構内全域で全面マスクと防護
服の着用が必要であり、全面マスクについては装着
すると息苦しい、作業時に同僚の声が聞こえづらい、
防護服については動きづらい、通気性がなく熱がこ
もるといった課題がありました。これらは、作業時
の大きな負担になるとともに、安全確保に当たって
の課題ともなっていました。また、食事については、
十分な休憩スペースもなかったことから、冷えたお
弁当を床に座って食べるというような環境でした。

そのため東京電力は、東京電力福島第一原子力発
電所の労働環境改善に継続的に取り組んできまし
た。例えば、除染、フェーシング作業による環境線
量低減対策を行うことで、全面マスクと防護服の着
用が不要なエリアは、構内面積の96%まで拡大しま
した。さらに、1~4号機を俯瞰する高台について、
マスクなしで視察が可能となる運用を開始していま
す。あわせて、ヘリポートを設置し搬送時間を短縮
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出典:＊＊＊

 画像データ
【第111-4-3】モックアップ設備を有する楢葉遠隔技術開発センターと試験設備
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出典：JAEA楢葉遠隔技術開発センター
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【第111-5-1】構内面積96％まで拡大した一般作業服等エリアと1,200人を収容可能な大型休憩所

したことで緊急時の医療体制を強化するなど、健康
管理対策も充実してきました。また、食堂、売店、
シャワー室を備え、一度に約1,200人を収容可能な
大型休憩所を設置しました。食堂では、発電所が立
地する大熊町内の大川原地区に設置した福島給食セ
ンターにおいて地元福島県産の食材を用いて調理し
た、温かくて美味しい食事を提供しています。

長期にわたる廃炉作業を着実に進めていくため、
引き続き安全でより良い労働環境の整備に努めてい
きます。

また、国内における新型コロナウイルスの感染拡
大を踏まえ、2020年2月以降、東京電力福島第一原
子力発電所では、出社前検温の実施やマスク着用の
徹底、休憩所の時差利用等による3密回避など、感
染拡大防止対策を行っています。

6．国内外への情報発信
長期にわたる廃炉作業は、帰還・復興が進展する

周辺地域において住民の安心・安全に深く関わるも
のです。また、今もなお風評被害が根強く残ってい

ます。このため、国内外に対し、東京電力福島第一
原子力発電所の現状についてわかりやすく正確な情
報を発信するとともに、地域・社会の不安や疑問に
答えていくことが重要です。

地元を中心とする国内への情報発信としては、周
辺地域の首長や関係団体等が参加する廃炉・汚染水
対策福島評議会を開催し、廃炉・汚染水・処理水対
策の進捗をお伝えしているほか、対策の進捗を分か
りやすく伝え、様々な不安や疑問にお答えしていく
動画・パンフレットの作成などに取り組んでいます。
また、情報発信に際しては、双方向のコミュニケー
ションを意識し、住民に東京電力福島第一原子力発
電所を視察いただき、その中で感じた疑問に直接お
答えする視察・座談会の取組や、地元でのイベント
への廃炉関連ブースの出展や、コンテンツ制作にお
ける地元の方々の意見の事前聴取・内容への反映な
どの取組を進めています。東京電力も、2018年11月
に東京電力廃炉資料館（福島県双葉郡富岡町）を開館
し、事故当時の状況や廃炉・汚染水・処理水対策に
関する情報発信を行っています。

また、国際社会とのコミュニケーションとしては、
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出典:＊＊＊

 画像データ（元のままのサイズなので適宜⼤きさを良いように修正いただけますでしょう
か？）
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ウィーン（オーストリア）において開催される国際原
子力機関（IAEA）総会において、これまで6回のサイ
ドイベントを開催しました。直近では2020年9月に東
京電力福島第一原子力発電所の廃炉及び除染に係る
サイドイベントをオンラインで開催しました。東京
電力福島第一原子力発電所における廃炉の進捗状況
や除染の取組を紹介するプレゼンテーションやQ&A
セッションを通じて、参加者に対して理解の促進を
図りました。
2018年11月には、IAEAの専門家チームによる第4

回目のレビューミッションを受け入れ、「東京電力福
島第一原子力発電所において緊急事態から安定状態
への移行が達成され、前回（2015年2月）以降数多く
の改善が見られる」との評価を受けています。また、
タンクに貯蔵されているALPS処理水の取扱いにつ
いても、2020年4月にALPS小委員会の報告書等を対
象としたフォローアップレビューを受け、選択され
た2つの方法（管理された水蒸気放出と管理された海
洋放出。後者は、世界中の原子力発電所や核燃料サ
イクル施設で日常的に実施されている。）が技術的に
実施可能、との評価を受けています。これに加え、
IAEAに対しては定期的に東京電力福島第一原子力
発電所に関する包括的な情報を提供しています。
さらに、原子力発電施設を有する国との二国間関
係としては、政府や産業界などの各層において協力
関係を構築しており、継続的に情報交換を行ってい
ます。また、各国の在京大使館に対し、廃炉・汚染
水・処理水対策の現状について、累次にわたってブ
リーフィングを行っています。2020年度においては
4月、10月にブリーフィングをオンラインにて実施し
ています。また、国内外の報道関係者に対してもブ
リーフィングを実施してきています。

第2節
原子力被災者支援
東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、政府
は2015年6月、「原子力災害からの福島復興の加速
に向けて」を改訂し、国として取り組むべき方向性
を提示しました。その後、福島の復興・再生に向け
た取組は着実な進展を見せています。
一方で、復興の進捗にはいまだばらつきがあり、
長期にわたる避難状態の継続に伴って、新たな課題
も顕在化してきました。住民の方々が復興の進展を
実感できるようにするためには、被災地域の実情を
踏まえて、対策をさらに充実させていく必要があり
ます。このような状況を踏まえ、原子力災害からの
福島の復興・再生を一層加速していくため、2016
年12月に「原子力災害からの福島復興の加速のため
の基本指針」を閣議決定し、必要な対策の追加・拡
充を行うこととしました。具体的には、早期帰還支
援と新生活支援の両面の対策のより一層の深化、事
業・なりわいや生活の再建・自立に向けた取組の拡
充等を行うこととしています。また、帰還困難区域
については、可能なところから着実かつ段階的に、
政府一丸となって、一日も早い復興を目指して取り
組んでいく方針を示し、特定復興再生拠点区域4の
整備に向けた制度の構築を行うこととしました。
また、同指針を踏まえて、第193回国会において

「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（平
成25年法律第12号）」が成立しました。同法には、
特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するた
めの計画制度の創設、福島相双復興官民合同チーム
の体制強化、「福島イノベーション・コースト構想」
の推進、風評被害払拭への対応の4つの柱に加え、
被災12市町村が帰還環境整備に取り組むまちづく

4  帰還困難区域のうち、5年を目途に、線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す復興拠点を指します。

写真提供：
東京電力ホールディングス
株式会社、国立研究開発法
人日本原子力研究開発機構、
技術研究組合　国際廃炉研
究開発機構、ほか

2020年3月発行

経済産業省 資源エネルギー庁
原子力発電所事故収束対応室

TEL : 03 - 3 580 -3 051（直通）
FAX : 03 - 3 580- 0879
mail：hairo-public@meti.go.jp

内閣府
廃炉・汚染水対策現地事務所 TEL : 0240 - 22 - 9390

FAX : 0240 - 22 - 9400

廃炉のいま 検索 QRコードから
ご覧ください。

動画で知ろう、廃炉のいま。

東京電力廃炉資料館

福島第一原子力発電所の現場で行われている廃炉作業の現状に
ついて、これまでの取り組みに対する海外有識者からの評価、作業
員の方のインタビュー、CGによる表現などを交えて、数分程度の
動画（廃炉のいま）でわかりやすくお伝えします。

発電所周辺地域をはじめとした福島県の皆様、そして多くの皆様
に、福島第一原子力発電所事故の事実と廃炉事業の現状等をご
確認いただけます。

汚染水対策
作業環境の
改善

使用済燃料
プールからの
燃料取り出し

燃料デブリの
取り出し

福島第一原子力発電所の今とこれから

所 在 地 ：福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央３７８
開館時間：９時３０分～１６時３０分（休館：毎月第３日曜日 および年末年始）
入 館 料 ：無料（駐車場無料）
連 絡 先 ：0120-50-2957 2020

現在、短編で“働く人”に焦点をあてた動画を数本作成しており、順次公開しております。

福島第一原子力発電所の 廃炉とは

2011年12月 2013年11月（4号機） 現在 2021年内

地域の皆様や環境への放射性物質等によるリスクを下げ、
原子炉施設の解体等を進めていくことです。

主に次の４つの作業をしています。 廃炉作業は30～40年かけて安全着実に行っていきます。

各号機の現状

廃炉全体の工程

使用済
燃料プール

オペレーティングフロア

※燃料デブリ：燃料と構造物等が溶けて固まったもの

原子炉圧力容器

原 子 炉 建 屋（ 概 念 図 ）

★使用済燃料プールから
燃料を取り出す

■汚染水対策

◉燃料デブリを取り出す

原子炉格納容器

ペデスタル
（圧力容器を支える
コンクリート構造物）

★燃料取り出し

2号機 1号機 3号機 4号機

ガレキ撤去 燃料取り出し 保管/搬出燃料取り出し設備
の設置

1・3号機 2号機

◉燃料デブリ取り出し
原子炉格納容器内の状況把握
/ 取り出し工法の検討 等 保管/搬出燃料デブリ取り出し

1～4号機

●原子炉施設の解体等

シナリオ/技術の検討 解体 等設備の設計/製作

1号機 2号機 3号機 4号機

安定化に向けた取り組み
冷温停止状態達成
・放出の大幅抑制

第1期
★燃料取り出し
開始までの期間
（2年以内）

第2期
◉燃料デブリ取り出し
開始までの期間
（10年以内）

第3期
廃止措置

終了までの期間
（30～40年以内）

防風フェンス 前室ブローアウトパネル
（閉止完了）

建
屋
カ
バ
ー
鉄
骨

廃 炉 の 大 切な 話 2 0 2 0

★燃料取り出し ●原子炉施設の解体等

◉燃料デブリ取り出し 　■汚染水対策

初号機（2号機）の燃料デブリ取り出しは2021年内に開始

2027～
2028年度開始

2024～
2026年度開始 2019年開始 2014年12月取り出し完了

（1535体）

392体

注水 注水 注水

615体 566体

遮へい体

ドーム屋根
燃料取扱機
クレーン

※詳細は17、18ページ ※詳細は15、16ページ
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福島第一原子力発電所で働くことのやりがいについて

現場の想い 廃炉作業は、30～4 0年かかる一大プロジェクトであり、
多様なミッションをもつ大勢の方々が目的遂行のために様々な想いをもって努力しています。

※ 「1 FOR ALL JAPAN」等から引用。インタビューは時点が古いものもあります。

廃 炉 の 大 切な 話 2 0 2 0

一人でできることは限られていますが、その一人
ひとりの力が集まることで、廃炉に向けて少しず
つ進んでいくことができます。

㈱中里工務店  松井秀光さん

構内ガソリンスタンド工事担当
ここで働く人たちはみな家族と同じ。朝も晩も
挨拶を交わすことで力を分かち合い、今後も和
気あいあいと仕事ができるよう頑張っていきま
しょう。

㈱報徳バス  海辺康博さん

構内シャトルバス運転手
作業で心身ともに疲れた時に、全国から寄せら
れた折り鶴メッセージカードを目にすると、本当
に勇気づけられます。

㈱日立プラントコンストラクション
佐々木勝治さん

遠隔ロボット調査作業担当

地元の企業として、復興に向けて努力していき
ます。みんなの力を合わせて廃炉に向けて頑張
ります。

㈱倉伸  梅田義弘さん

車両ゲート工事担当
1Fの作業員は、福島や日本のためを思う人の集
まりだと思います。協力しながら、1日でも早い終
結に向けて頑張ります。

（有）前枝建設  三浦大典さん

フェーシング（舗装工事）担当
全力で頑張る作業員の皆さんを安全に運ぶこと
で、廃炉に少しでも貢献したいです。

SBドライブ㈱  須山温人さん

自動運転EVバス導入作業担当

廃炉に向けて頑張っているたくさんの人間がこ
こにいることを、世間のみなさんにぜひ知ってほ
しいです。

㈱大木組  相笠敏秋さん

足場工事管理担当
「安全確認呼称」を徹底しています。信号通過時
は、たとえ青信号であっても、心の中で「信号青
よし」と確認しています。

東電物流㈱  島嵜正夫さん

資材・物資輸送トラック運転手
作業員の方々の気持ちが少しでも和めるように、
廃炉が少しでも早く進むように、現場をサポート
する気持ちで商品を提供しています。

（有）トータルフードサービス  黒澤政夫さん

ローソン 店長

私たちの作業は廃炉に直接つながる仕事ではあ
りませんが、地元の復興と1Fの廃炉に少しでも
役立ちたいという思いは同じです。

日本原子力発電㈱  長谷川渉さん

焼却設備の放射線管理担当
私たちの仕事は1F構内にお客様を案内する仕
事なので、ぜひ一人でも多くの方に現在の1Fの
姿を見ていただきたいです。

東双不動産管理㈱  岡田唯さん

視察運営担当
着実に廃炉に向かっています。ときには思うよ
うに進まないこともあるかもしれませんが、間
違いなく前に進んでいます。力を合わせて頑張
ります。

㈱阪和  海津博之さん

冷却水の凍結防止工事担当

会社も仕事も異なりますが目標は同じ。各社力
を合わせ、コミュニケーションを取って、廃炉に
向けて頑張っています。

㈱東京鐵骨橋梁  丸山昭一郎さん

１号機カバー解体作業担当

関連する企業の方々をはじめ、さまざまな人に
支えられて作業を進めることができます。これか
らも頑張っていきます。

オルガノ㈱  荒木順也さん

硫酸タンク撤去作業担当

廃炉作業で何よりも大切なのは安全です。毎日、
元気な顔でただいまと言えるように、安全第一
に作業を進めていきます。 

太平電業㈱  板谷崇志さん

汚染水 水抜き工事担当
現場の正確な情報を発信していくことで、少しで
も多くの方々に故郷に戻っていただきたいです。
そして、福島第一原発の抱える問題を解決する
のに少しでも力になりたいです。

福島県楢葉町駐在  上代拓人さん

福島県職員

・福島の復興のため（使命感）
・福島第一の廃炉のため
・昔から福島第一で働いている（愛着）

主な理由

福島第一原子力発電所で働くことに
やりがいを感じているか？

「感じている」「まあ感じている」の場合

出典：東京電力ホールディングス株式会社

79.4%
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【第111-6-1】福島の現状を伝える動画とパンフレット

出典：経済産業省

パンフレット「廃炉の大切な話 2020」シリーズ動画「廃炉のいま」
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5  2018年7月に避難指示区域等における被災者の生活再建に向けた関係府省庁会議（第3回）において「避難指示区域等における被災者の生
活再建に向けた対応強化策」をとりまとめました。

り会社等を「帰還環境整備推進法人」に指定できる制
度、子供へのいじめ防止のための対策、地域住民の
交通手段の確保についても、その後押しを行うため、
法律に位置づけることとされました。さらに、本法
律を踏まえ、2017年6月には「福島復興再生基本方
針」を改定しました。

そして、2019年3月に「『復興・創生期間』におけ
る東日本大震災からの復興の基本方針の変更につい
て」を閣議決定し、復興・創生期間における取組に
加え、復興庁の後継組織の考え方について示すなど、
復興・創生期間後における復興の基本的方向性を示
しました。

さらには、2019年12月に「『復興・創生期間』後に
おける東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議
決定し、原子力災害被災地域については、中長期的
な対応が必要であり、引き続き国が前面に立って取
り組むこと、当面10年間、本格的な復興・再生に向
けて取り組むこと、従来の帰還環境整備に加え移住
等の促進に取り組むこと、復興庁の設置期間を10
年間延長すること等が示されました。特に、帰還困
難区域を抱える地方公共団体の状況はそれぞれ大き
く異なることから、避難指示解除区域や特定復興再
生拠点区域への帰還・居住に向けた課題について、
個別かつきめ細やかに町村と議論し、取組を推進す
ることとしています。また、2020年6月には東日本
大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するた
め、第1期復興・創生期間後の復興を支える仕組み、
組織及び財源について必要な法律上の手当てを盛り
込んだ「復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和
2年法律第46号）」が成立したところであり、引き続
き、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課
題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的
な復興・再生に向けた取組を行うこととしています。

同法により改正された福島復興再生特別措置法に
は、新たな住民の移住・定住の促進や交流人口・関
係人口の拡大、営農再開の加速化、福島イノベーショ
ン・コースト構想の更なる推進、風評被害への対応
などが盛り込まれ、2021年4月1日に全面施行され
ました。

さらに、改正された福島復興再生特別措置法を踏
まえ、2021年3月には、「福島復興再生基本方針」を
改定し、同年4月には、本方針に即して福島県知事
が作成した「福島復興再生計画」を内閣総理大臣認定
しました。

1．避難指示区域等
（1）避難指示解除区域等における取組

避難指示解除については、2020年3月までに、帰
還困難区域を除いて、全ての避難指示解除準備区域
と居住制限区域の避難指示の解除を行ってきまし
た。帰還困難区域については、JR常磐線の全線運
転再開に併せて、双葉町、大熊町、富岡町の帰還困
難区域に設定されている特定復興再生拠点区域の一
部区域の避難指示の解除を初めて行いました。解除
後の本格的な復興のステージにおいても、政府一丸
となって、市町村ごとの課題にきめ細かく対応する
とともに、国・県・市町村が連携しながら、産業の
再生や雇用創出、インフラ・生活環境の整備、避難
者の生活再建支援等5、当該区域の復興及び再生を
さらに進めていきます。

（2）帰還に向けた安全・安心対策
政府としては、2016年12月の「原子力災害からの

福島復興の加速のための基本指針」において、以下
のような総合的・重層的な防護措置を講じることと
しています。
・住民の方々の放射線不安に対するきめ細かな対応
・避難生活の長期化等や放射線による健康不安への

適切な対応
・関係省庁におけるリスクコミュニケーションの取

組の強化
・生活支援相談員について、帰還後も支援を継続で

きるよう支援対象の明確化や関係省庁との連携促進
こうした取組を通じ、住民の方々が帰還し、生活

する中で、個人が受ける追加被ばく線量を、長期目
標として、年間1ミリシーベルト以下にすることを
引き続き目指していくこととしています。また、線
量水準に関する国際的・科学的な考え方を踏まえた
我が国の対応について、住民の方々に丁寧に説明を
行い、正確な理解の浸透に努めています。

2．帰還困難区域への対応
帰還困難区域は、2011年12月に警戒区域と計画

的避難区域の見直しを行った際、「将来にわたって
居住を制限することを原則とした区域」として設定
されました。一方、事故後5年が経過した2016年8
月31日に、一部では放射線量が低下していること
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や、地元の強い要望を踏まえ、原子力災害対策本部・
復興推進会議で「帰還困難区域の取扱いに関する考
え方」を決定し、帰還困難区域のうち、5年を目途に、
線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し、居住
を可能とすることを目指す特定復興再生拠点の整備
等について、基本的な考え方を示しました。

こうした中、2017年9月以降、双葉町、大熊町、
浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村における特定復興
再生拠点区域復興再生計画を内閣総理大臣が認定し
ました。また、2018年11月までに全ての特定復興
再生拠点の整備が開始され、現在、国と自治体が連
携してこれらの計画に基づく事業を進めています。
また、2018年12月の第47回原子力災害対策本部に
おいて特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向け
た取組とその進め方を決定しました。2020年3月に
は、双葉町、大熊町、富岡町の帰還困難区域に設定
されている特定復興再生拠点区域の一部について初
めて避難指示を解除しました。

引き続き、福島県や市町村の意向を踏まえながら、
関係省庁と緊密に連携して、特定復興再生拠点区域
の帰還環境の整備に全力で取り組んでいきます。

特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域について
は、個別に各町村の課題、要望等を丁寧に伺いなが
ら、避難指示解除に向けた方針の検討を加速してい
きます。また、2020年12月の第52回原子力災害対
策本部において、特定復興再生拠点区域外の土地活
用に向けた避難指示解除に関する仕組みを決定しま
した。この仕組みについて、国は、各自治体の意向
を十分に尊重し、運用していきます。

3．環境汚染への対処
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電

所の事故によって放出された放射性物質による環境の
汚染が生じており、これによる人の健康または生活環
境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題
となりました。こうした状況を踏まえ、「平成23年3月11
日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発
電所の事故により放出された放射性物質による環境の
汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第
110号）」（以下「放射性物質汚染対処特措法」という。）
が可決・成立し、2011年8月30日に公布されました。

放射性物質汚染対処特措法は、除染の対象として
除染特別地域と汚染状況重点調査地域を定めていま
す。除染特別地域は、警戒区域又は計画的避難区域
の指定を受けたことがある地域で、国が除染実施計画

を策定し、除染事業を進めてきました。他方、汚染状
況重点調査地域は、地域の空間放射線量が毎時0.23
マイクロシーベルト以上の地域がある市町村について、
当該市町村の意見を聴いた上で国が指定し、各市町
村で除染を行ってきました。

除染特別地域（帰還困難区域を除く）については
2017年3月に、汚染状況重点調査地域については
2018年3月に除染実施計画に基づく面的除染が完了し
ました。

また、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質
を含む土壌等や福島県内に保管されている10万ベクレ
ル/kgを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、
安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施
設を整備しています。

中間貯蔵施設事業の実施に当たっては、「令和3年
度の中間貯蔵施設事業の方針」（2020年12月公表）及び

「『第2期復興・創生期間』以降における東日本大震災
からの復興の基本方針」（2021年3月閣議決定）に沿っ
て、帰還困難区域のものを除く除去土壌等については、
安全の確保を徹底しつつ、2021年度末までに概ね搬
入完了を目指すとともに、特定復興再生拠点区域にお
いて発生した除去土壌等の搬入を進めます。

中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定
しており、予定地内の登記記録人数は2,360人となって
います（うち2021年3月末までに地権者の連絡先を把握
した面積は約1,590ha、登記記録人数は約2,090人）。
2021年3月末までの契約済み面積は約1,235ha（全体
の約77%。民有地については、全体約1,270haに対し、
約92%に当たる約1,164ha）、1,796人（全体の約76%）
の方と契約に至っています。

中間貯蔵施設の整備については、2016年11月から
受入・分別施設と土壌貯蔵施設等の整備を進めてい
ます。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮
置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌を受
け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可
燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施
設では、受入・分別施設で分別された土壌を放射能
濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。2017
年6月に除去土壌等の分別処理を開始し、2017年10月
には土壌貯蔵施設への分別した土壌の貯蔵を開始しま
した。また、2020年3月には中間貯蔵施設における除
去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で運転を開始
しました。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、
2021年3月末までに累計で約1,055万㎥の輸送（輸送対
象物量1,400万㎥に対して約75%）を実施しました。また、
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より安全な輸送を目的に、大熊インターチェンジ・常磐
双葉インターチェンジからの工事用道路や待避所、高
速道路の休憩施設、輸送車両待機場所の整備といっ
た道路交通対策に加え、運転者研修等の交通安全対
策、輸送出発時間の調整など特定の時期・時間帯へ
の車両の集中防止・平準化を実施しています。

福島県内の除去土壌等については、中間貯蔵開始
後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために
必要な措置を講ずることとされています。除去土壌等の
福島県外最終処分に向けては、最終処分量の低減を
図ることが重要です。このため、県外最終処分に向け
た当面の減容処理技術の開発や除去土壌等の再生利
用等に関する中長期的な方針として、2016年4月に「中
間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」
を取りまとめ、2019年3月に見直しを行いました。また、
2016年6月には、除去土壌等の再生利用を段階的に
進めるための指針として、「再生資材化した除去土壌の
安全な利用に係る基本的考え方について」を取りまとめ
ました。

現在、これらに沿って、福島県南相馬市及び飯舘村
の実証事業を通じて、再生利用の安全性等の確認を
進めています。これまでに実証事業で得られた結果から
は、事業開始時から空間線量率等に大きな変動はなく、
盛土を通過した浸透水の放射能濃度は全て検出下限
値未満となっています。さらに、飯舘村では、これまで
の実証事業の成果を踏まえ、2020年度より農地の造成
工事に着手しました。また、食用作物等の栽培実験を
実施し、生育性・安全性を確認しています。これまで
に得られた食用作物の放射性セシウム濃度の測定結果
は、検出下限値未満とされ得る値となっています（厚生
労働省の定める食品中の放射性セシウム検査法では、
検出下限値は20Bq/kg以下とされています。検出される
まで測定した結果、0.1 ～ 2.3Bq/kgとなっており、一
般食品の放射性物質の基準値である100Bq/kgよりも十
分低い値となっています。）。

そして、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実
現に向け、2021年度からは、東京を皮切りに全国各地
で対話集会を開催するなど、減容・再生利用の必要性・
安全性等に関する全国での理解醸成活動を抜本的に
強化します。

4． 原子力災害の被災事業者等のため
の自立支援策、風評被害対策

住民の方々が帰還して故郷での生活を再開するた
めに、また、外部から新たな住民を呼び込むために、

働く場所、買い物をする場所、医療・介護施設、行
政サービス機能といった、まちとして備えるべき機
能が整備されている必要があります。避難指示が解
除された多くの市町村内において学校が再開し、ま
た、第二次救急医療機関が開院し、消防署が再開す
るなど、生活環境の整備は進展していますが、まち
の様々な機能を担っていた事業者の多くは、住民の
避難に伴う顧客の減少、長期にわたる事業休止に伴
う取引先や従業員の喪失、風評被害による売上減少
といった苦難に直面しており、こうした状況を克服
するためには、生活、産業、行政の三位一体となっ
た政策を進めていく必要があります。

こうした状況を踏まえ、2015年8月24日に、国（原
子力災害対策本部）、福島県、民間からなる官民合
同チームが創設されました。その主な活動内容は、
避難指示等の対象となった12市町村の被災事業者
を個別に訪問し、事業再開等に関する要望や意向を
把握するとともに、その結果を踏まえ、事業再建計
画の策定支援、支援策の紹介、生活再建への支援な
どを実施していくことです。国、県、民間が一体と
なって腰を据えた支援を行うため、「福島復興再生
特別措置法の一部を改正する法律（平成29年法律第
32号）（2017年5月19日公布・施行）」に、官民合同チー
ムの中核である公益社団法人福島相双復興推進機構
へ国の職員の派遣を可能とするなどの措置を盛り込
み、2017年7月から経済産業省及び農林水産省の職
員を派遣するなど、体制強化を図りました。

チームは総勢282名の体制（2021年3月31日時点）
で、県内（福島市、いわき市、南相馬市等）と都内の
計6箇所を拠点にしており、個別訪問等を実施して
います。

商工業分野において、チーム発足翌日から事業
者訪問を開始し、これまでの約5年7か月の間に、
約5,500者に訪問し、そのうち約1,400の事業者に、
専門家によるコンサルティングを実施しています

（2021年3月31日時点）。また、被災事業者の自立等
に対する支援や新規創業等へ向けた支援に取り組む
べく、引き続き、官民合同チームと連携しつつ、き
め細かな支援を実施していきます。

農業分野についても、2016年7月から国と県によ
り認定農業者への個別訪問を約500者実施しました
が、2017年4月から官民合同チームによる認定農業
者以外の農業者の個別訪問を開始し、2021年3月31
日までに約2,200者の訪問を実施しました。また、
速やかな営農再開に向けて、官民合同チームが被災
市町村等を訪問し、集落座談会における営農再開支
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援策の説明等を行うとともに、地域農業の将来像の
策定やその実現に向けた農業者の取組を支援してい
ます。今後も官民合同チームによる個別訪問等を通
じて課題を把握し、支援の充実を図っていきます。

2017年9月以降は、分野横断・広域的な観点から、
商業施設やまちづくり会社の創設・運営、企業誘致
にかかる戦略策定など、12市町村のまちづくり専
門家支援も進めています。

さらに、官民合同チームでは、交流人口増加に繋
がる情報発信支援や、外部からの人材呼び込み・創
業支援に取り組むことで、域外から人・投資などを
呼び込み、地域経済に新たな波及効果をもたらすこ
とを目指しています。

こうした取組もあり、事業・なりわいの再建は徐々
に進みつつありますが、地域によって復興の状況は
異なります。今後とも、官民合同チームは、事業者
の帰還、事業・なりわいの再建を進め、まちの復興
を後押しすべく、個々の実情を踏まえたきめ細かな
対応を粘り強く続けていきます。

このように、事業者の方々による取組をサポート
する体制が整いつつある一方で、事故発生後未だに
継続している風評被害の存在は、農林水産業をはじ
めとして、福島の産業・なりわいの復興の大きな妨
げとなっています。放射線に関する正しい知識、福
島の復興の現状や農林水産物をはじめとする県産品
の安全性や質の高さを国内外に正しく発信し、風評
を払拭していくことが大きな課題です。各種の国際
会議等を含めて、あらゆる機会を活用し、風評対策
を強力に推進していきます。特に農林水産物につい

ては、生産段階における第三者認証取得や安全性検
査への支援、流通・販売段階における販路開拓への
支援等、あらゆる段階で風評払拭に必要な支援を行
うことにより、安全性についての消費者の正しい理
解を促進し、県産品のブランド力の回復を後押しし
ていきます。

こうした取組をより実効的なものとしていくため
に、「福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25
号）」（以下「福島特措法」という。）に基づき、2017年
度から毎年度、流通段階における販売不振の実態や
要因の調査を行い、その結果に基づき復興庁、農林
水産省、経済産業省の連名で、小売業者等への指導
等、生産者への助言に関する通知を発出しています。
また、国、福島県、農業関係団体等が参画する「福
島県産農林水産物の風評払拭対策協議会」により、
風評被害の実態や施策の効果を継続的に検証する体
制を構築しています。

さらに、テレビ、インターネット、SNSやラジオ
等あらゆる媒体を活用した、正確で分かりやすい効
果的な情報発信や、在京大使館への働きかけ及び
海外メディアによる被災地の訪問取材などを進め、
日本産食品への輸入規制措置を講じた54か国・地
域のうち、39か国・地域が撤廃し、13か国・地域
が緩和しています（2021年3月31日時点）。引き続き
2017年12月に策定された「風評払拭・リスクコミュ
ニケーション強化戦略」に基づき、関係府省庁が連
携して風評払拭に向けて、工夫を凝らした情報発信
等に取り組んでいきます。
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5．福島イノベーション・コースト構想
福島イノベーション・コースト構想については、

2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会（以下、「東京2020大会」という。）6
開催時に、世界中の人々が、浜通りの力強い再生の
姿に瞠目する地域再生を目指して検討が始まり、特
に震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域
等の産業・雇用を回復するため、当該地域の新たな
産業基盤の構築を目指して、2016年6月に、福島・
国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想
研究会において取りまとめられました。

福島イノベーション・コースト構想の実現に向け
て、多岐にわたる課題を政府全体で解決していくた
め、2017年5月に福島特措法を改正し、同法に福島
イノベーション・コースト構想を位置づけました。
この改正福島特措法に基づき福島県が策定した重点
推進計画について、2018年4月25日に内閣総理大臣
の認定を行うとともに、同日に開催した第2回福島
イノベーション・コースト構想関係閣僚会議におい
て、「福島イノベーション・コースト構想の今後の
方向性」を一部改正しました。また、復興・創生期
間後も見据えた浜通り地域等の自立的・持続的な産
業発展の姿と具体的な取組を示すため、2019年12
月に「福島イノベーション・コースト構想を基軸と
した産業発展の青写真」を復興庁・経済産業省・福
島県の3者で策定し、青写真を踏まえた重点推進計
画の改定について2020年5月1日に内閣総理大臣の
認定を行いました。また、重点推進計画が統合され
た福島復興再生計画について、2021年4月9日に内
閣総理大臣の認定を行いました。

加えて、福島県は、2017年7月に、福島イノベー
ション・コースト構想を推進する中核的な組織とし
て、一般財団法人福島イノベーション・コースト構
想推進機構を設立しました。同機構は、2018年4月
より体制を順次強化し、2019年1月1日には公益財
団法人に移行しました。また、「復興庁設置法等の
一部を改正する法律（令和2年法律第46号）（2020年
6月12日公布・一部施行）」に、国職員をその身分を
保有したまま、当該職員を同機構に派遣することが
できる措置を盛り込み、体制強化を図りました。

廃炉やロボット等の分野における技術開発・拠点
整備等のプロジェクトは、現在着々と具体化が進め
られています。

例えば、福島ロボットテストフィールドは、物

流、インフラ点検、災害対応で活躍するロボット・
ドローンの研究開発や、実証試験と性能評価が一カ
所で実施可能な、世界に類を見ない研究開発拠点
です。2020年3月末には全面開所し、既に、国立研
究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）や内閣府の研究開発プロジェクトにおいて
活用されているほか、民間企業の利用も進んでお
り、「空飛ぶクルマ」の試験飛行の場所としても期待
されています。また、2020年9月の「無人航空機の
飛行に関する許可・承認の審査要領」等の見直しに
より、福島ロボットテストフィールドにおける研究
開発のためのドローンの飛行のための手続が容易と
なったように、関係省庁等と連携して、福島ロボッ
トテストフィールドの有する設備や環境を活かして
拠点としての優位性を高めていきます。なお、世界
中のロボット関係者が一堂に集まり、ロボットの社
会実装と研究開発を加速させることを目的とした競
演会「World Robot Summit 2020」の一部の競技を、
2020年8月に福島ロボットテストフィールドで開催
予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受
け、2020年度の開催を延期しました。現在、2021
年度の開催に向けて調整中です。さらに、福島県は

「福島浜通りロボット実証区域」として、各市町村や
関係機関等と事業者等の仲介を行い、ロボットやド
ローンの実証試験や操縦訓練の場を提供しており、
2021年3月31日時点で520件以上の実証試験が実施
されています。2018年10月には、日本郵便株式会
社が、「航空法（昭和27年法律第231号）」に基づく承
認を受け、南相馬市と浪江町の区間において、無人
航空機の目視外補助者無し飛行の第一号案件とし
て、無人航空機による郵便局間の荷物配送を実施し
ています。

廃炉関連分野では、2016年4月から、遠隔操作機
器・装置の開発・実証施設（「楢葉遠隔技術開発セン
ター」（福島県双葉郡楢葉町）モックアップ施設）の本
格的な運用が開始されています。また、2017年4月
には、廃炉に向けて国内外の英知を結集する拠点で
ある廃炉国際共同研究センター国際共同研究棟（福
島県双葉郡富岡町）の運用が開始されました。さら
に、2018年3月には、放射性物質分析・研究施設（「大
熊分析・研究センター」（福島県双葉郡大熊町））の施
設管理棟の運用が開始され、2021年6月からは中・
低線量の廃棄物試料を分析する第1棟の運用を開始
します。人材育成については、2018年10月に、廃
炉事業に必要な技術者を養成するため、放射線防護

6  2020年3月30日に東京オリンピックは2021年7月23日から同年8月8日に、東京パラリンピックは同年8月24日から同年9月5日
に開催されることが決定された。 
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教育など基礎・基盤的な技能を身につけるための研
修施設として「福島廃炉技術者研修センター」（東京
電力福島第一原子力発電所内）が設置されました。

原子力災害を中心とした複合災害の記録と記憶を
後世に継承し、世界と共有する「東日本大震災・原
子力災害伝承館」については、福島県において2016
年8月に同拠点の双葉町への立地を決定、2017年3
月にアーカイブ拠点施設基本構想を策定し、2017
年度より施設整備に着手、2019年2月には安全祈願
祭・起工式が開催され、2020年9月に開館しました。
環境・リサイクル分野では、2015年以降、福島県
が環境・リサイクル産業の集積を図るため立ち上げ
た「ふくしま環境・リサイクル関連産業研究会」の会
員によって、小型家電、太陽光パネル、石炭灰のリ
サイクルや浜通りにおける廃棄物処理システム構築
などのテーマについて、事業化に向けた検討が進め
られています。

エネルギー分野では、福島イノベーション・コー
スト構想の取組を加速し、その成果も活用しつつ、
福島全県を未来の新エネ社会を先取りするモデル創
出拠点とする「福島新エネ社会構想」（2016年9月7日
策定、2021年2月8日改定）を推進していきます。（福
島新エネ社会構想については、第3節参照。）

福島イノベーション・コースト構想の実現に向け
た道筋は、拠点の整備や主要プロジェクトの具体化
にとどまりません。

これらの拠点やプロジェクト等も活用しながら、
地元企業と浜通り地域の外から進出してくる企業と
が一体となって、重点分野における実用化技術開発
を進めていくことが必要であり、民間企業が主体と
なって行う実用化開発等を支援しています。また、
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推
進機構が公益社団法人福島相双復興推進機構とも連
携しながら、地元企業と進出企業の連携による新た
なビジネス機会の創出に向け、「ふくしまみらいビ
ジネス交流会」等を開催し、地元企業の参画を含め
た自立的・持続的な産業発展を実現していきます。
2020年度からは、浜通り地域等で起業創業を目指
す企業や個人等に対して、事業化に向けたハンズオ
ン支援等を行う「Fukushima Tech Create」事業も始
まりました。

さらには、拠点の強みを活かした交流人口の拡大
や、生活環境の整備、高等教育機関等における研究
活動の促進、初等中等教育機関と大学、企業等とが
連携した構想を支える人材の育成等を推進してい
ます。

第3節
福島新エネ社会構想
東日本大震災後、福島県は再生可能エネルギーの

推進を復興の柱の1つとして、再生可能エネルギー
発電設備の導入拡大、関連産業の集積、実証事業・
技術開発等の取組を進めています。2012年3月に改
訂された「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン

（改訂版）」においては、原子力に依存しない社会づ
くりの実現に向け、2040年頃を目途に福島県内の
一次エネルギー需要量の100%以上に相当する量の
エネルギーを再生可能エネルギーから生み出すとい
う目標を設定しています。また、その目標達成に向
けて必要となる当面の施策を「再生可能エネルギー
先駆けの地アクションプラン」にまとめ、取組を進
めています。

国においても、2014年4月に策定した「第4次エネ
ルギー基本計画」で、福島の再生可能エネルギー産
業拠点化を目指すとしており、福島の再生・復興に
向け、エネルギー産業・技術の拠点として発展して
いくことを推進しています。

さらに、これまでの再生可能エネルギーの推進の
取組に加え、エネルギー分野からの福島復興の後押
しを一層強化するため、官民一体の「福島新エネ社
会構想実現会議」を設立し、2016年9月に「福島新エ
ネ社会構想」を策定しました。福島が再生可能エネ
ルギーや未来の水素社会を切り拓く「先駆けの地」と
なり、新たなエネルギー社会を先取りするモデルの
創出拠点とする同構想は、2020、2030、2040年度
頃をそれぞれ目途とする3つのフェーズを設定し、
第1フェーズにおいては、再生可能エネルギーの導
入拡大、水素社会実現のモデル構築、スマートコミュ
ニティの構築を柱として、着実に取組を進めてきま
した。

2021年度から第2フェーズを迎えるに当たって
は、2050年カーボンニュートラル宣言とそれに伴
うグリーン成長戦略や、新型コロナウイルス感染症
の影響など、大きな社会情勢の変化を十分踏まえつ
つ、再生可能エネルギーと水素を柱として、これま
での導入拡大に加え社会実装のフェーズにすること
を目指し、2030年度までに取り組む内容を盛り込
み、2021年2月に構想を改定しました。引き続き、
構想の実現に向けた取組を推進していきます。
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1．再生可能エネルギーの導入拡大
福島県は、復興の柱の1つとして、福島を「再生

可能エネルギー先駆けの地」とすべく取組を推進し
ており、国においても、発電設備、送電線整備への
支援など、他の地域にはない補助制度を福島県向け
に措置し導入を後押ししています。こうした取組の
結果、震災後9年間で、太陽光を中心に県内の再生
可能エネルギーの設備容量は7倍以上に増加しまし
た。今後、阿武隈山地等において大規模な風力発電
等が計画されており、さらなる導入拡大に向け、引
き続き発電設備等の導入を支援していきます。

（1）阿武隈、双葉エリアの風力発電等のための送電線増強
再生可能エネルギーの導入推進のため、2014年

度補正予算で措置した「再生可能エネルギー接続保
留緊急対応補助金（再生可能エネルギー発電設備等
導入基盤整備支援事業（避難解除区域等支援基金造
成事業））」により、これまで約16万kWの太陽光発
電設備等の導入が避難解除区域等において進められ
てきました。

また、福島県内における再生可能エネルギーのさ
らなる導入拡大に向け、阿武隈山地等において風
力発電等の設置の検討が進められています。しか
し、当該地域で大規模な風力発電等による電力を受
け入れるためには、近隣の送電網において空き容量
不足が課題となっています。そのため、福島県富岡
町にある新福島変電所など東京電力の既存送電設備
を活用しています。風力発電等の電気の受入れに
は、発電設備と変電所等をつなぐための送電網が必
要なことから、2016年度に送電網の敷設ルートの
検討を進め、2017年3月に送電線等の整備・運営を
行う「福島送電合同会社」が設立（2019年12月に株式
会社化）、2019年3月に同社の送電事業が許可され、
2020年1月より一部運用を開始しました。複数の発
電事業者が共同で利用できる送電網の整備を当該送
電事業会社が行うことにより、効率的な整備が可能
になります。現在、風力発電所などの建設工事と並
行して、送電網の工事が進められています。

（2）再生可能エネルギーの研究開発・実証の推進
産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究

所（以下「FREA」という。）は、本格化する再生可能
エネルギーの大量導入を支える新技術を、被災地を
はじめとする多くの企業と積極的に連携して開発す
るとともに、大学との共同研究等を通して将来を担

う産業人材の育成などを図るため、2014年4月に福
島県郡山市に設立されました。世界に開かれた再生
可能エネルギー研究開発の推進と新しい産業の集積
を通した復興への貢献を使命とし、震災からの復興
と世界に向けた新技術の発信に取り組んでいます。
開所から6年が経過した現在、職員約140人と企業、
大学等からの外来研究者を合わせ、約300人が同所
内で研究等を実施しており、水素キャリア製造・利
用技術、水素エネルギーシステム、薄型結晶シリコ
ン太陽電池モジュール技術、高性能風車要素技術、
地熱・地中熱、再生可能エネルギーネットワークの
開発・実証などの研究課題に取り組んでいます。

また、被災地企業のシーズ支援プログラムにより、
FREAと企業による共同研究で技術評価、課題解決
などを進めることで、東日本大震災の被災地（福島
県、宮城県、岩手県）の企業が持つ再生可能エネル
ギー関連技術などの事業化を支援しており、本プロ
グラムを通じ2020年末までに155件の技術開発を支
援し、そのうち太陽電池ストリング監視システムな
どの54件が事業化に成功しています。

さらに、太陽光発電及び蓄電池用大型パワーコン
ディショナ等の先端的研究開発及び試験評価を行う
世界最大級の施設「スマートシステム研究棟」におい
て、海外展開を目的とした最大交流出力（3.2MW）
及び最高直流入力電圧（1,500V）の国産大型パワー
コンディショナに対する様々な系統連系試験が国内
で行うことができるようになりました。現在、国内
のみならず、米国、欧州、中国、インド、タイ、台
湾、フィリピン向けの認証の実績があります。認証
取得に必要な試験所認定については、系統連系試験
に係るIEC規格、並びにタイ国の試験規格に基づく
試験所認定を取得し、製品の輸出国の状況に応じた
スキームを構築することによって認証を取得できる
ようにしています。大型パワーコンディショナの海
外市場への輸出促進を可能とする実績を上げ、福島
で培った国際標準化技術を世界に展開する活動をし
ています。また、次世代型パワーコンディショナ（ス
マートインバータ）や、地元企業が開発した次世代
型の自動電圧調整装置（サイリスタ式自動電圧調整
装置:TVR）に対して評価試験を実施するなど、福島
発の技術展開に貢献しています。

福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研
究事業は、世界初の複数機による浮体式の洋上風力
発電実証研究事業であり、2011年度から委託事業
として実証研究を開始し、2013年11月に1基目とな
る2MW浮体式洋上風車及び浮体式洋上変電所を設
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置して以降、7MW及び5MW浮体式洋上風車を順次
設置し、安全性・信頼性・経済性の評価を行ってき
ました。この実証研究事業の成果等を踏まえ、引き
続き洋上風力発電の導入拡大に向けた取組を行って
いきます。

2．水素社会実現に向けたモデル構築
水素エネルギーは、利用段階ではCO2を排出しな

いクリーンエネルギーとして、その利活用が期待さ
れています。水素を再生可能エネルギーの電力から
製造することができれば、製造から利用までトータ
ルでCO2フリーにすることができる上、余剰再生可
能エネルギーを有効活用することができます。この
ため、福島県浪江町では、2020年3月に福島水素エ
ネルギー研究フィールド（FH2R）が開所し、世界最
大級の1万kWの水電解装置を活用して、再生可能エ
ネルギーから水素を製造する実証プロジェクトを実
施しています。製造した水素は、あづま総合運動公
園やJヴィレッジ、道の駅なみえといった福島県内
の公共施設等にて、純水素燃料電池の燃料として活
用されています。また、2021年に予定している東京
2020大会の際に大会用車両として導入される燃料電
池自動車、聖火台及び聖火リレートーチ向けの燃料
などとして活用することを目指しています。

3．スマートコミュニティの構築
スマートコミュニティは、様々な需要家が参加す

る一定規模のコミュニティの中で、再生可能エネル
ギーやコージェネレーション等の分散型エネルギー
を用いつつ、ITや蓄電池等の技術を活用したエネル
ギーマネジメントシステムを通じて、エネルギーの
利活用を最適化するものです。スマートコミュニティ
の構築は、熱導管などのエネルギーインフラの整備
を伴う場合も多く、都市計画などと密接に連携しな
がら取組を進めることが効果的と言えます。このた
め、資源エネルギー庁では、2011年度第3次補正予
算において、スマートコミュニティ導入促進事業（基
金事業）を措置し、東日本大震災の被災地域におい
て、まちづくりと合わせて、スマートコミュニティ
の導入に取り組む自治体などを支援してきました。

福島県内においては、会津若松市、相馬市、新地町、
楢葉町、浪江町、葛尾村が本事業を活用し、スマー
トコミュニティを構築しました。

福島新エネ社会構想では、こうした取組を通じ、

持続可能なスマートコミュニティの構築に向けた支
援を行うこととしています。これまでに、福島県に
おいて、自治体とスマートコミュニティ関連事業者
とのマッチングイベントを実施するとともに、スマー
トコミュニティ構築の際の参考となる先行事例集を
作成し、復興に資するスマートコミュニティの形成
を支援してきました。2020年度においては、計画策
定自治体のスマートコミュニティの着実な完成に向
けて支援を実施しました。

第4節
原子力損害賠償

1． 原子力損害賠償紛争審査会における原子力
損害の範囲の判定等に関する中間指針等

政府は2011年3月11日の東京電力福島第一、第二
原子力発電所事故に関して、原子力損害賠償を円滑
に進められるよう、原子力損害の範囲など当事者に
よる自主的な解決に資する一般的な指針の策定等の
業務を行うため、「原子力損害の賠償に関する法律

（昭和36年法律第147号）」に基づき、同年4月11日、「原
子力損害賠償紛争審査会」（以下「審査会」という。）を
開催しました。

審査会においては、被害者の迅速な救済を図るた
め、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから順
次、指針として提示することとしており、2011年8月
5日、原子力損害の範囲の全体像を示す「東京電力福
島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」と
いう。）を策定しました。　

その後、審査会では、2011年12月6日に自主的避
難等に係る損害に関する中間指針第一次追補、2012
年3月16日に政府による避難区域等の見直し等に係
る損害についての中間指針第二次追補、2013年1月
30日に農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害に
ついての中間指針第三次追補、同年12月26日に避難
指示の長期化等に係る損害についての中間指針第四
次追補を策定しました。

これらは、賠償すべき損害として一定の類型化が
可能な損害項目やその範囲等を示したものです。ま
た、これらの指針に明記されていない損害について
も、事故との相当な因果関係がある損害と認められ
るものは賠償の対象となり、東京電力には、個別具
体的な事情に応じた柔軟な対応を求めています。
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2．賠償の実績
東京電力は、中間指針等を踏まえて、政府による

避難等の指示等によって避難を余儀なくされたこと
による精神的損害に対する賠償、財物価値の毀損に
対する賠償、営業損害に対する賠償等を実施してき
ました。2021年3月31日時点で、総額約10兆46億円
の支払が行われています。2021年3月で東京電力福
島第一原子力発電所の事故から10年が経過しまし
たが、今後とも、被害を受けた方々の個別の状況を
踏まえて適切かつ迅速な賠償を行っていくよう、国
としても東京電力を指導していきます。

3． 原子力損害賠償紛争審査会における
指針等を踏まえた賠償基準の策定

審査会が策定した中間指針及びその追補では、政
府による避難等の指示等により避難の対象となった十
数万人規模の住民の方々や、事業活動の断念を余儀
なくされた多くの事業者等に対して、賠償を行うべき
損害項目やその範囲等が示されています。さらに、中
間指針等に従って、これまでに順次、損害の種類に
応じた賠償の具体的な基準が策定されてきました。

4．原子力損害賠償紛争解決センターの取組状況
原子力損害賠償紛争解決センターは、2011年3月

の東京電力福島第一、第二原子力発電所事故により
被害を受けた方々の原子力事業者（東京電力）に対す
る損害賠償請求に対して、円滑、迅速、かつ公正に

紛争を解決することを目的とし、東京都港区と福島
県郡山市、福島市、会津若松市、いわき市、南相馬
市において業務を行っています。同センターにおい
ては、事故の被害を受けた方からの申立てにより、
仲介委員が当事者双方から事情を聴き取って損害の
調査・検討を行い、双方の意見を調整しながら和解
案を提示する、和解の仲介業務を実施しています。

同センターでは、2020年末までに26,407件の申立
てを受理し、25,692件の手続を終えています。終了
した案件のうち、約80%に当たる20,562件が和解成
立により終了しています。

また、今後の賠償を円滑に進めていく上での参考
とするため、同センターで実施されている和解仲介
手続を広く周知し、和解事例を紹介するなど、広報
活動を実施しています。具体的には、パンフレット
や代表的な和解事例を盛り込んだ小冊子等につい
て、被害者の方々に活用していただくため、被災自
治体や関係団体等に配布しました。

さらに、2020年末時点で和解仲介を行う仲介委
員を270名配置しており、審理の迅速化を図ってい
ます。2020年に和解が成立した事案については、
仲介委員の指名から概ね10か月程度で和解案提示
が行われ、和解成立に至っています。

5． 原子力損害賠償補償契約に関する
法律に基づく措置

政府は、「原子力損害賠償補償契約に関する法律
（昭和36年法律第147号）」に基づき、原子力損害賠
償補償契約を原子力事業者と締結しており、地震、

出典： 東京電力ホールディングス資料より経済産業省作成
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噴火等により原子力損害が発生した場合には、この
契約に基づく補償金を支払うこととなっています。

東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、政府
は、2011年11月、原子力損害賠償補償契約に基づき、
同発電所分の1,200億円を東京電力へ支払いました。
また、東京電力福島第二原子力発電所において発生
した原子力事故についても、原子力損害賠償補償契
約に基づき、2015年3月に同発電所分の約689億円
を東京電力へ支払いました。

6．原子力損害賠償・廃炉等支援機構
（1）設立・改組の経緯

2011年3月11日の東日本大震災により、東京電力
福島原子力発電所事故による大規模な原子力損害が
発生したことを受け、同年6月14日に「東京電力福
島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関す
る政府の支援の枠組みについて」が閣議決定されま
した。具体的には、政府として、これまで原子力政
策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負って
いることに鑑み、

① 被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万
全の措置

② 東京電力福島原子力発電所の状態の安定化・事
故処理に関係する事業者等への悪影響の回避

③電力の安定供給
の3つを確保するため、「国民負担の極小化」を図る
ことを基本として、損害賠償に関する支援を行うた
めの万全の措置を講ずることが確認されました。

こうした中、2011年8月10日に「原子力損害賠償
支援機構法（平成23年法律第94号）」及び関連する政
省令が公布・施行され、原子力事業に係る巨額の損
害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者によ
る相互扶助の考えに基づき、将来にわたって原子力
損害賠償の支払等に対応できる支援組織を中心とし
た仕組みを構築するため、同年9月12日に原子力損
害賠償支援機構（以下「機構」という。）が設立されま
した。

また、東京電力福島第一原子力発電所について、
溶融燃料の取り出しや汚染水の処理など廃炉に向け
た取組は、完了までに長い期間を要する極めて困難
な事業であり、その推進に当たっては、国内外の英
知を結集し、予防的かつ重層的な取組を進める必要
があります。そのため、廃炉を適正かつ着実に進め
られるよう、国が前面に出て、技術的観点からの企
画・支援と必要な監視機能を強化する新たな体制の

構築に取り組むべく、機構の業務に、「廃炉関係業務」
を追加すること等を定めた「原子力損害賠償支援機
構法の一部を改正する法律（平成26年法律第40号）」
が2014年5月に成立しました。また、同年8月18日
に機構が原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組さ
れました。

2016年12月に閣議決定された「原子力災害からの
福島復興の加速のための基本指針について」におい
て、廃炉・汚染水・処理水対策については、東京電
力グループ全体で総力を挙げて責任を果たしていく
ことが必要であり、国はそれに必要な制度整備等を
行うこととされたこと等を踏まえ、事故炉廃炉の確
実な実施を確保するため、事故炉の廃炉を行う原子
力事業者（事故事業者）に対して、廃炉に必要な資金
を機構に積み立てさせるべく、機構の業務に「廃炉
等積立金管理業務」を追加すること等を定めた「原子
力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法
律案」が2017年2月に閣議決定されました。同法案
は閣議決定日と同日に国会に提出され、2017年5月
に成立し、同年10月に施行されました。

2018年12月には、被害者への賠償を早期に実施
するために、国が原子力事業者に仮払いのための資
金を貸し付ける仮払い資金の貸付制度の創設や、当
該貸付制度に関する業務を国から原子力損害賠償・
廃炉等支援機構に委任することができること等を定
めた「原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正
する法律（平成30年法律第90号）」が成立し、2020年
1月に施行されました。

（2） 原子力損害賠償・廃炉等支援機構による賠償・
廃炉支援の枠組み

①原子力事業者からの負担金の収納
機構は、機構の業務に要する費用に充てるため、原

子力事業者から負担金の収納を行います。機構は、毎
事業年度、損益計算において利益が生じたときは、原
子力損害が発生した場合の損害賠償の支払等に対応
するため、損害賠償に備えるための積立てを行います。

②機構による通常の資金援助
機構に、電気事業、経済、金融、法律、会計に関

して専門的な知識と経験を有する者からなる「運営
委員会」を設置し、原子力事業者への資金援助に係
る議決等、機構の業務運営に関する議決を行います。
原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助
を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を
経て、資金援助（資金の交付、株式の引受け、融資、
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社債の購入等）を行います。
機構は、資金援助に必要な資金を調達するため、

政府保証債の発行、金融機関からの借入れをするこ
とができます。

③機構による特別資金援助
（ア）特別事業計画の認定

機構は、原子力事業者に資金援助を行う際に政府
の特別な支援が必要な場合、原子力事業者とともに

「特別事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受け
ることが必要です。

特別事業計画には、原子力損害賠償額の見通し、
賠償の迅速かつ適切な実施のための方策、資金援助
の内容及び額、経営の合理化の方策、賠償履行に要
する資金を確保するための関係者に対する協力の
要請、経営責任の明確化のための方策等について記
載し、機構は、計画作成に当たり、原子力事業者の
資産の厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底
した見直しを行うとともに、原子力事業者による関
係者に対する協力の要請が適切かつ十分なもので
あるかどうかを確認します。その上で、主務大臣は、
関係行政機関の長への協議を経て、特別事業計画を
認定することとなります。

2017年4月には、原発事故に伴う費用が増大する
中、福島復興と事故収束への責任を果たすため、東
京電力の経営改革に向けた方向性や取組等につい
て議論を行った「東京電力改革・1F問題委員会」に
おいて取りまとめられた東電改革提言を反映した

「新々・総合特別事業計画（第三次計画）」を認定い
たしました。

また、2017年7月、2018年4月、2019年4月及び同
年10月には、賠償の迅速かつ適切な実施を確保す
る観点から、それまでの賠償等の実績や見通しを踏
まえた資金援助額とするため、新々・総合特別事業
計画の変更について認定いたしました。

（イ）特別事業計画に基づく事業者への資金援助
特別事業計画の認定後、政府は、機構による特別

事業計画に基づく資金援助（特別援助）を実施するた
め、機構に国債を交付し、必要に応じて、機構は政
府に対し国債の償還を求め（現金化）原子力事業者に
対し必要な資金を交付します。

政府は、国債が交付されてもなお損害賠償に充て
るための資金が不足するおそれがあると認めるとき
に限り、予算で定める額の範囲内において、機構に
対し、必要な資金の交付を行うことができます。

2021年3月31日時点で、11兆1,644億円の資金援
助を決定し、9兆8,181億円の資金を交付しています。

（ウ）機構による国庫納付
原子力事業者は、機構の事業年度ごとに、機構の

業務に要する費用に充てるため、機構に対し、一般
負担金を納付します。特別事業計画の認定を受けた
原子力事業者は、一般負担金に加えて、特別負担金
を納付します。

機構は、負担金等を原資として国債の償還額に達
するまで国庫納付を行います。

ただし、政府は、負担金によって電気の安定供給
等に支障を来し、または利用者に著しい負担を及ぼ
す過大な負担金を定めることとなり、国民生活・国
民経済に重大な支障を生ずるおそれがある場合、予
算で定める額の範囲において、機構に対し、必要な
資金の交付を行うことができます。

2020年度は、2,572億円を国庫納付しました。

（エ）損害賠償の円滑化業務
機構は、損害賠償の円滑な実施を支援するため、

（i）被害者からの相談に応じ必要な情報の提供及び
助言を行うとともに、（ii）原子力事業者が保有する
資産の買取り、及び（iii）賠償支払の代行（原子力事
業者からの委託を受けて賠償の支払、国または都道
府県知事の委託を受けて仮払金の支払）を行うこと
ができます。

④ 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究
及び開発の企画・推進
機構は、廃炉等技術委員会の議決及び主務大臣の

認可を経て、「廃炉等を実施するために必要な技術
に関する研究及び開発に関する業務を実施するため
の方針」を定めました。この方針に基づき、廃炉を
実施するために必要な技術に関する研究及び開発の
企画、調整及び管理に関する業務を実施しています。

その一環として、政府が主導する研究開発事業に
ついて、これまでに実施された事業の評価を行うと
ともに、今後実施する事業の企画に参画しています。

⑤廃炉等積立金の管理業務
事故炉の廃炉を行う原子力事業者（事故事業者）

は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、
事故炉の廃炉に充てるために必要な資金として機構
から毎年度通知される金額を機構に積み立てなけれ
ばならないとされています。
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機構は、当該事業者が積み立てるべき資金の金額
について、主務大臣の認可を受けて毎年度額を定め
るほか、積み立てられた資金に利息を付すべく廃炉
等積立金の運用を行い、廃炉等積立金を取り戻すに
当たって必要な取戻し計画を当該事業者と共同で作
成する等の業務を行います。また、必要に応じて、
当該事業者の本社や現場等への立入検査を行います。

2020年度は廃炉等積立金として約2,600億円を
2021年3月に認可しました。また、同年4月には、
2021年度から2023年度に必要な金額に係る取戻し
計画を承認しました。

⑥ 廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るための
助言、指導及び勧告
機構は、法定業務である「廃炉等の適切かつ着実

な実施の確保を図るための助言、指導及び勧告」及
び「廃炉等を実施するために必要な技術に関する研
究及び開発」の一環として、「東京電力（株）福島第一
原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン」を策
定します。今後の廃炉を安全かつ着実に実施するた
め、中長期的観点から専門的な検討を行い、特に、
溶け落ちた核燃料の取り出しや廃棄物の対策につい
て、重点的に検討し戦略を策定します。この戦略に
ついては、実効性を高めていくために、現場の状況
や研究開発の成果を踏まえて絶えず見直します。ま
た、使用済み燃料の取り出しや汚染水の対策につい
ても、事故収束に向けた技術的な観点から、助言、
指導、勧告を行います。
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